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入札・契約制度について（お知らせ）

平 成 ２ １ 年 ８ 月 １ 日

財団法人千葉県下水道公社

当公社は、県及び市町村からの受託業務を実施していることから、公正で透明性・競争性の高い

入札契約制度が求められています。

平成２１年８月から千葉県において建設工事の低入札調査基準価格及び最低制限価格の算定方法

の見直し、５月から取り組んでおります公共事業等の早期施行について事務量の低減を図り早期執行

を推進するための暫定期間の延長等を行うため、当公社においても同様に見直しを行うものです。

１ 工事に係る低入札調査基準価格の見直し

（１）低入札調査基準価格の設定範囲の引上げ

（現行） （変更後）

予定価格の２/３から８５％まで → 予定価格の７０％から９０％まで

（２）低入札調査基準価格の算定式の変更

（現行） （変更後）

次に掲げる額の合計額

・直接工事費の９５％の額 ・直接工事費の９５％の額

・共通仮設費の９０％の額 → ・共通仮設費の９０％の額

・現場管理費の６０％の額 ・現場管理費の７０％の額

・一般管理費等の３０％の額 ・一般管理費等の３０％の額

２ 工事に係る「価格による失格基準」の見直し

（１） 予定価格２，５００万円以上の案件(現在は公共事業等の早期施行に向けた取組により

予定価格５，０００万円以上)

次に掲げる額の合計額を下回るときは、失格とする。

（現行） （変更後）

・直接工事費の７５％の額 ・直接工事費の７５％の額

・共通仮設費の７０％の額 → ・共通仮設費の７０％の額

・現場管理費の６０％の額 ・現場管理費の７０％の額

・一般管理費等の３０％の額 ・一般管理費等の３０％の額

（２）予定価格１億円以上の案件

次に掲げる額の合計額の基準により失格とならない場合であっても、次に掲げるそれぞれの

算定額のいずれか一つを下回る場合は、失格とする。

（現行） （変更後）

・直接工事費の７５％の額 ・直接工事費の７５％の額

・共通仮設費の７０％の額 → ・共通仮設費の７０％の額

・現場管理費の６０％の額 ・現場管理費の７０％の額

・一般管理費等の３０％の額 ・一般管理費等の３０％の額
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３ 最低制限価格制度の見直しについて

建設工事等のダンピング受注の防止及び公共工事の品質を確保する観点から、２，５００万円

未満(現在は公共事業等の早期施行に向けた取組により予定価格５，０００万円未満)の建設工事

等に適用している最低制限価格の算定方法について以下のとおり見直しを行います。

（現行）

（変更後）

４ 実施時期

平成２１年８月１日以降に公告又は指名通知を行う入札に適用します。

５ 公共事業等の早期施行に向けた取組の実施期間延長について

実施期間の変更内容

（現行）

平成２１年５月１日から９月３０日までの間に公告又は指名通知を行う入札に適用する。

（変更後）

平成２１年５月１日から１２月３１日までの間に公告又は指名通知を行う入札に適用する。

工事等の種別 最低制限価格

建築一式工事及びこれに付帯する

その他の工事、設備工事並びに解体工事 予定価格の８５％

その他の工事及び製造 予定価格の８０％

工事等の種別 最低制限価格

すべての工事及び製造

予定価格の７０％の額（下限額）から９

０％（上限額）の範囲内で、下記①～④

により算出した額の合計額

① 直接工事費の９５％

② 共通仮設費の９０％

③ 現場管理費の７０％

④ 一般管理費等の３０％
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（参考）公共事業の早期施行に向けた取組

１ 低入札価格調査

(変更前)予定価格２，５００万円以上の「建設工事」の入札案件

(変更後)予定価格５，０００万円以上の「建設工事」の入札案件

２ 最低制限価格

(変更前)予定価格２，５００万円未満の「建設工事」の入札案件

(変更後)予定価格５，０００万円未満の「建設工事」の入札案件

３ 総合評価方式の対応について

技術的工夫の少ない工事を対象とした総合評価方式の「特別簡易型」について、一部の項目

を省略する。

（１）特別簡易型(５，０００万円以上１億円未満)

「施工計画」を求めない。

※ ただし、大規模な仮設を伴う工事など、「安全審査」の対象工事の場合はこの限りではな

い。

※ 個別の案件への適用は入札の公告等に記載しますので、よく読んで入札に参加してください。


